
取手市告示第 号

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱を次のように

定める。

令和３年 月 日

取手市長 藤 井 信 吾

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小事業者が

新しい生活様式に沿った事業の継続のために行う感染症防止対策に要した費用に

対し，予算の範囲内において取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補

助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し，取手市補助金等交付規則（昭

和４３年規則第２３号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１）中小法人 申請日時点で市内に存する事業所において事業を営む法人であって，

次に掲げる要件を満たすものをいう。ただし，組合若しくはその連合会又は一般

社団法人については，その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が個

人又は次に掲げる要件を満たす法人であるものに限る。

ア 資本金，出資金等の額が１０億円未満であること。

イ 常時使用する従業員の数が２，０００人以下であること（資本金，出資金等

が定められていない場合に限る。）

（２）大企業 中小法人以外の者で，事業を営むものをいう。

（３）みなし大企業 次に掲げる要件のいずれかに該当する中小法人をいう。

ア 大企業が発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有し，又は出資し

ている法人



イ 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有し，又は

出資している法人

ウ 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している法人

（４）個人事業者 申請日時点で市内に存する事業所において事業を営む個人をいう。

（５）事業所 法人又は個人事業者が物の生産・販売，サービスの提供等，事業の必

要から設けられた人的及び物的設備であって，当該法人又は個人事業者の事業に

係る活動を継続的に行う場所をいう。

（６）新しい生活様式 国の新型コロナウイルス感染症対策本部の下，設置された新

型コロナウイルス感染症対策専門家会議で令和２年５月１日以後に提言された，

新型コロナウイルス感染症に対する長丁場の対応を前提として，「３つの密」を

徹底的に避けるとともに，手洗いや身体的距離確保といった基本的な感染対策の

実施を継続して感染拡大を予防する生活様式をいう。

（補助金の交付対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者は，次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

とする。

（１）中小法人又は個人事業者であって，今後も市内で継続して事業を営む意思があ

ること。

（２）事業の実施に当たって，許認可が必要な場合は，当該許認可を取得するととも

に，関係法令を遵守していること。

（３）申請日時点において，市税に未納がないこと。

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものに対しては，補助

金を交付しない。

（１）みなし大企業

（２）法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者

（４）取手市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条に規定する暴力団，暴

力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が実質的に経営

を支配するもの

（５）宗教活動又は政治活動に関係するもの

（６）前各号に掲げるもののほか，当該各号に準ずるものとして市長が適当でないと

認めるもの

（補助対象事業及び補助対象経費）

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，新しい生活様式の定着のために，事業

所において新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講ずる事業とする。

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，前項の事

業に要した経費のうち，業務上用いるものであって，令和２年２月１日から令和



３年１０月３１日までの間に契約及び支払が完了した次に掲げる経費（消費税及

び地方消費税に相当する額を除く。）とする。

（１）新しい生活様式に対応するために行った事業所の改修工事に要する経費

（２）新しい生活様式に対応するための備品又は消耗品の購入に要する経費

（３）新しい生活様式に対応するための新たな事業展開に要する経費

（４）前３号に掲げるもののほか，業界団体等が作成したガイドラインに基づき感染

症拡大防止対策のために実施したと市長が認めるものに要する経費

３ 前項の規定にかかわらず，補助金を受けようとするものの親会社，子会社，グル

ープ企業等関連会社（資本関係のある会社，役員等又は社員を兼任している会社，

代表者の三親等以内の親族が経営している会社等をいう。）との取引に要する経費

については，補助対象経費としない。

（補助金の額及び回数）

第５条 補助金の額は，補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし，１０万円を上

限とする。ただし，当該補助対象経費に対して他の制度による補助金その他これに

類する給付金等の交付を受けている場合は，当該交付金額を補助対象経費の総額か

ら控除するものとする。

２ 前項の規定により算定した額に１，０００円未満の端数が生じたときは，これを

切り捨てる。

３ 補助金の交付は，同一の申請者に対して一度に限るものとする。

（交付の申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，令和３年１

１月３０日までに，取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付

申請書兼請求書（様式第１号）に，次に掲げる書類を添え，市長に申請しなければ

ならない。

（１）対象経費一覧表（別紙１）

（２）誓約書兼同意書（別紙２）

（３）市内事業所の所在地や事業内容が確認できる公的書類の写し

（４）振込先が分かる書類（預金通帳等）の写し

（５）補助対象経費の支出及び内訳が確認できる書類

（６）備品等購入又は工事にあっては，その内容が確認できる写真

（７）申請者が個人事業者の場合にあっては，本人確認書類等の写し

（８）補助対象経費に対して他の制度による補助金その他これに類する給付金等の交

付を受けている場合にあっては，当該交付金額を証する書類

（９）その他市長が必要と認める書類

（交付の決定）

第７条 市長は，前条の規定による申請を受けたときは，速やかにその内容を審査し，

適当と認めるときは，補助金の交付及び交付額を決定し，取手市事業所等新型コロ



ナウイルス感染防止対策費補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書（様式第２

号）により通知するとともに，申請者からの請求に基づき，速やかに補助金を交付

するものとする。

２ 市長は，前項の規定による審査に当たって，必要があると認めるときは，実地調

査その他の方法による現況調査を行うことができる。

３ 市長は，第１項の規定による交付の決定に当たり，必要と認めるときは，当該決

定に条件を付することができる。

４ 市長は，第１項の規定による審査の結果，補助金の交付を不適当と認めるときは，

理由を付してその旨を取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金

不交付決定通知書（様式第３号）により，申請者に通知するものとする。

（交付決定の取消し）

第８条 市長は，前条第１項の規定による交付の決定を受けた者が次の各号のいずれ

かに該当するときは，交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

（２）前号に定めるもののほか，この要綱の規定に違反したとき。

（補助金の返還）

第９条 市長は，前条の規定により交付の決定を取り消した場合において，当該取消

しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは，補助金の交付を受けた者

に対し，期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（財産処分の制限）

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者は，補助金の交付の対象となった物品及び

工事によって得た財産を市内の店舗等で感染症予防対策を実施する目的以外で使

用し，譲渡し，交換し，貸し付け，又は転売してはならない。ただし，物品及び財

産を取得した年度から５年を経過した場合は，この限りでない。

（証拠書類の保存）

第１１条 補助金の交付の決定を受けた者は，補助金の交付に係る帳簿その他の証拠

書類を整理するとともに，当該補助年度の翌年度から起算して５年間保存しなけれ

ばならない。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が

別に定める。

付 則

この要綱は，令和３年５月１０日から施行する。



様式第１号（第６条関係）

年 月 日

取手市長 殿

申請者 所在地

名称（屋号）

代表者（職・氏名） 印

電話番号

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付申請書兼請求書

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱第６条の規定

により，関係書類を添えて下記のとおり申請します。また，当該申請に係る交付の決

定が申請額と同額で決定されたときは，下記金額を請求します。

記

１ 申請者情報

２ 補助金申請（請求）額

申請者種別
□中小法人 ※法人番号

□個人事業者

資本金
※個人事業者は記入不要

円 従業員数 名

取組を実施した

市内事業所等の

名称，所在地

名称

所在地

連絡先
電話番号 担当者

メールアドレス @

主たる業種

□1.建設業 □2.製造業 □3.運送業 □4.卸売業 □5.小売業

□6.保険業 □7.不動産業 □8.飲食業 □9.理容・美容業 □10.娯楽業

□11.教育・学習支援業 □12.医療業 □13.サービス業

□14.その他（ ）

補助対象経費 合計 円（税抜）※経費の詳細は，別紙 1にご記入ください。

補助率 ２分の１

補助金交付

申請（請求）金額 ，０００ 円 ※1,000 円未満切り捨て，上限 10 万円



３ 振込先口座

４ 添付書類

（１）対象経費一覧表（別紙１）

（２）誓約書兼同意書（別紙２）

（３）市内事業所の所在地や事業内容が確認できる公的書類の写し

（４）振込先が分かる書類（預金通帳等）の写し

（５）補助対象経費の支出及び内訳が確認できる書類

（６）備品等購入又は工事にあっては，その内容が確認できる写真

（７）申請者が個人事業者の場合にあっては，本人確認書類等の写し

（８）補助対象経費に対して他の制度による補助金その他これに類する給付金等の交

付を受けている場合にあっては，当該交付金額を証する書類

（９）その他市長が必要と認める書類

注 この申請書は，市長が取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金

の交付決定をした後は，取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金

の請求書として取り扱います。

金融機関名

支店名

預金種類
□ 普通

□ 当座

口座番号

※右詰めで記入

フリガナ

口座名義

□銀行

□金庫

□組合

□農協

□本店

□支店

□営業部

□出張所



別紙１

申請する対象経費一覧

注１ 合計金額（税抜）は，申請書兼請求書の「２ 補助金申請（請求）額」の補

助対象経費欄に記入してください。

注２ 国や他の自治体等から同様の事業により補助金の交付を受けた品目等がある

場合は，該当する品目等の「他団体等からの補助の有無」欄に〇を記入してく

ださい。また，国や他の自治体からの補助金等の交付決定通知等の写しを添付

してください。

支払日 申請する品目等
他団体等

からの補

助の有無
支払金額（税抜）

1 R . . 円

2 R . . 円

3 R . . 円

4 R . . 円

5 R . . 円

6 R . . 円

7 R . . 円

8 R . . 円

9 R . . 円

10 R . . 円

11 R . . 円

12 R . . 円

小 計（税抜）
（１）

円

上記の品目等のうち，国や他の自治体等から同様の事業により

補助金の交付を受けた金額

（２）

円

合計金額（税抜）
（１）－（２）

円



別紙２

誓約書兼同意書

私は，取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱に基づく

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金の交付を受けるに当たり，

下記の事項について確認し，及び誓約します。また，交付申請の審査のため，取手市

が，審査に必要な範囲に限り，要件に係るそれぞれの事実についてその保有する公簿

等を確認し，又は関係機関に照会することに同意します。

記

（１）取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金の支給の要件のいず

れにも該当し，申請日時点で事業を行っており，事業所において感染防止対策を

行い事業を継続する予定であること。

（２）補助対象経費については，新型コロナウイルス感染防止対策のために使用した

経費であり，自宅用として購入（導入）していないこと。

（３）補助対象経費に関して，他制度による補助金の交付を受けている場合は，漏れ

なく申告すること。

（４）申請事項及び提出書類等の内容が虚偽でないこと。

（５）市税に未納がないこと。

（６）不正受給が判明したときは，要綱に従い速やかに補助金を返還すること。

（７）補助事業により取得した財産については，補助金の交付の目的に反しての使用

や転売，譲渡は行わないこと。

（８）補助金の交付を受けた場合は，補助額を事業収入として申告すること。

（９）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者でないこと。

（１０）取手市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員の密接関係者が

本件申請や対象事業に関わっていないこと。

（１１）市が必要に応じて行う現況調査に協力すること。

取手市長 殿

年 月 日

申請者 所在地

名称（屋号）

代表者（職・氏名） 印



上記の者の市税に未納がないこと

を確認しました。

※申請者記載不要

年 月 日

所属

職・氏名



様式第２号（第７条関係）

取 発第 号

年 月 日

様

取手市長

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金

交付決定通知書兼補助金額確定通知書

年 月 日付けで申請のあった取手市事業所等新型コロナウイルス感

染防止対策費補助金については，下記のとおり決定しましたので，取手市事業所等新

型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

記

１ 補助金交付決定額（確定額） 円

２ 交付の条件

（１）取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱の規定又は

この交付の条件に反することとなったときは，速やかに市長に届け出ること。

（２）補助金の交付を受ける権利は，譲渡し，又は担保に供してはならない。

（３）取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱の規定又は

この交付の条件に違反したときは，この決定を取り消し，補助金を返還させるこ

ととする。



様式第３号（第７条関係）

取 発第 号

年 月 日

様

取手市長

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金不交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった取手市事業所等新型コロナウイルス

感染防止対策費補助金については，審査の結果，交付しないことを決定しましたので，

取手市事業所等新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱第７条第４項の

規定により通知します。

不交付理由


